
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について(第１１６報) 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

 

 

 

(1)  第３３回三田国際マスターズマラソンについて 別紙１のとおり 

 

記 者 提 供 資 料 

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ３ 日 

危 機 管 理 課 ( 担 当 ： 西 垣 ) 
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別紙１ 

 

第３３回三田国際マスターズマラソンについて 

 

 

令和３年１２月１９日(日)に開催予定の第３３回三田国際マスターズマラソンにつきま

しては、コロナ禍での大会開催に向けて検討してまいりましたが、三田国際マスターズマラ

ソン実行委員会（令和３年７月１３日（火）開催）において以下の理由により第３３回大会

は中止とし、三田国際マスターズマラソンの魅力と継続性を伝えるため、インターネットを

活用した大会ＰＲの発信とオンラインマラソンの開催を決定いたしました。 

なお、昨年に引き続き本大会は中止となりましたが、参加を楽しみにしておられたランナ

ーの皆さまには、オンラインマラソンでのご参加についてご案内申しあげます。 

 

記 

 

１ 第３３回三田国際マスターズマラソンの中止について 

新型コロナウイルス感染症の終息がいまだ見通せないなか、ワクチン接種の取り組みは

進んでいますが、治療法は確立されておらず、さらには変異株による感染拡大の恐れなど

新たな懸念も生じています。 

大会の開催には、医療従事者をはじめ、多くのボランティアスタッフ等の協力が不可欠

であり、また、参加者の安全・安心が確保できる体制を整えることが難しいことから第３

３回三田国際マスターズマラソンは中止いたします。 

 

２ 三田国際マスターズマラソンの魅力発信と代替大会について 

次回大会に向け、三田国際マスターズマラソンの魅力を発信し、大会の継続性の維持と

認知度の向上を進めます。 

 

（１）インターネットを活用した魅力発信 

ゲストランナー小林祐梨子さんによる大会ＰＲとランニングクリニックを動画配信

します。 

 

（２）オンラインマラソンの開催 

代替大会として三田国際マスターズマラソンの銘を冠したオンラインマラソンを開

催します。 

   概要は、次のとおり 

 

 

 

 

 



 

（代替大会の概要） 

１ 大会名称 三田国際マスターズマラソン 2021 オンライン 

２ 主 催 三田国際マスターズマラソン実行委員会、三田市 

３ 特別後援 読売新聞社、読売テレビ、報知新聞社 

４ 後 援（予定）兵庫県、兵庫県教育委員会、三田市教育委員会、三田市体育協会、 

三田市国際交流協会 

５ 協 力 三田市陸上競技協会 

６ 協 賛 等 未 定 

７ 開催期間 令和３年１２月１日(水)～１２月２６日(日) 

８ コ ー ス 任意のコース 

９ 種  目 【タイムチャレンジ】① ハーフマラソン ② ５km 

       【完走チャレンジ】③ ハーフマラソン ④ ５km 

10 定 員 な し 

11 実施方法 オンラインマラソン 

       【タイムチャレンジ】①ハーフマラソン ② ５km 

        ・完走タイムにより順位付けを行う。 

・計測アプリ「ＴＡＴＴＡ」を利用し、タイムを計測・報告する。 

・申し込みはＲＵＮＮＥＴのみ 

・該当の距離を一度に走り切ること。 

・期間内であれば何度でもチャレンジ可能とする。 

【完走チャレンジ】③ハーフマラソン ④ ５km 

・期間内に、累計でハーフまたは５km を走り、そのタイムを報告する。 

・距離・タイムの計測方法は問わず、順位づけはしない。 

12 制限時間 な し 

13 参 加 料 １人１，５００円 

14 参加資格 (1)年齢制限 ①③ハーフマラソン…満 18 歳以上（高校生は不可） 

              ②④５km…小学生以上 ※いずれも１２月１日時点 

       (2)健康上の不安がないこと 

       (3)距離およびタイムを自己計測して、その記録を提出できること 

       (4)安全に走行できる環境にあること 

15 参加申込 令和３年８月１日(日)～９月３０日(木) 

16 表 彰 な し 

17 参加特典 ○参加賞 オリジナルデザインＴシャツ 

       ○完走証 後日郵送 

18 そ の 他 (1) 参加料入金後の自己都合によるキャンセル・権利譲渡はできない。 

(2) 主催者の責によらない参加料の返金はできない。 

(3) コースや走行時間は自由ではあるが、必ず法律やマナーを守り、安全に

配慮すること。 

(4) 参加者は各自の責任において健康管理をすること。 

(5) 走行中に発生した傷病や事件・事故等について、主催者は一切の責任を

負わない。保険の適用もないため自己の責任において十分に注意して走行

すること。 
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